上郡町告示第10号
　上郡町軽自動車税減免事務取扱要綱を次のように定める。

　　令和２年２月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　上郡町長　遠　山　　 寛　　　

上郡町軽自動車税（種別割）減免事務取扱要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、上郡町税条例（昭和30年条例第14号。以下「条例」という。）第89条及び第90条に規定する軽自動車税（種別割）の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免の範囲）

第２条　条例第90条第１項第１号に規定する身体障害者等は、次の表に掲げる障害の区分及び程度に該当する者とする。

⑴　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

	障害区分
	障害の程度

	視覚障害
	１～４級

	聴覚障害
	２～４級

	平衡機能障害
	３級・５級

	音声機能障害
	３級

	上肢不自由
	１～６級

※４～６級については本人所有かつ本人運転に限る

	下肢不自由
	１～６級

	体幹不自由
	１～３級及び５級

	乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能
	１～６級

※本人所有かつ本人運転に限る

	乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・移動機能
	１～６級

	心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸又は小腸の機能障害
	１級・３級・４級

	ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
	１～３級

	肝臓機能障害
	１～３級


　⑵　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定　　　　　　　　により戦傷病者手帳の交付を受けている者（前号の規定に該当する者を除く。）のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２又は別表第１号表ノ３に定める障害の程度に該当する障害を有する者

	障害区分
	障害の程度

	視覚障害
	特別項症から第４項症までの各項症

	聴覚障害
	特別項症から第４項症までの各項症

	平衡機能障害
	特別項症から第４項症までの各項症

	音声機能障害
	特別項症から第２項症までの各項症

	上肢不自由
	特別項症から第６項症までの各項症及び第１款症から第３款症までの各款症

※第６項症及び第１～第３款症の場合本人所有かつ本人運転に限る

	下肢不自由
	特別項症から第６項症までの各項症及び第１款症から第３款症までの各款症

	体幹不自由
	特別項症から第６項症までの各項症及び第１款症から第３款症までの各款症

	心臓、腎臓、呼吸器、

膀胱、直腸又は小腸の

機能障害
	特別項症から第５項症までの各項症

	肝臓機能障害
	特別項症から第３項症までの各項症


　⑶　療育手帳の交付を受けている者については、重度（Ａ）又は中度（Ｂ１）に該当する者（ただし、家族運転又は常時介護者による運転の場合に限る。）

⑷　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者については、１級に該当する者（ただし、家族運転又は常時介護者による運転の場合に限る。）

（公益のため直接専用する軽自動車等の減免の範囲）

第３条　条例第89条に規定する公益のため直接専用する軽自動車等とは、次に掲げる団体（以下「公益団体」という。）が次に掲げる目的のため専ら使用する軽自動車等とする。
⑴　自治会が自治会活動を目的として使用するもの
⑵　宗教法人がその本来の用に供するもの
⑶　社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人又は特定非営利活動法人が社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第２項第２号から第４号、第３項第２号、第３項第２号の２、第３項第４号、第３項第４号の２又は第３項第５号に規定する社会福祉事業の用に供するもの
⑷　公立大学法人がその設置する学校において直接教育の用に供するもの
⑸　第３号に準ずる障害者福祉、児童福祉及び老人福祉に寄与する事業のために使用するものとして町長が認めるもの
２　所有者が前項各号に定める公益団体以外である場合は、無償で公益団体に継続的に使用させている場合又は所有権留保契約により公益団体が納税義務者（使用者課税）である場合に限り、軽自動車税（種別割）を減免する。
３　第１項に掲げる「専ら」とは、第１項各号に掲げる公益団体が各号に掲げる事業のための専用車両として継続的に使用していることを指し、公益団体以外の者又は公益団体の別の事業（第１項各号に掲げる事業以外のもの）のために定期又は不定期に使用されている場合は減免の対象外とする。
（構造が身体障害者等のためである軽自動車等の減免の範囲）

第４条　条例第90条第１項第２号に定める事項については、次に掲げるものを対象とする。
⑴　自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」「入浴車」等、身体障害者等の利用に供するための構造を有することが記載されている車両で、特別な仕様により製造された軽自動車等又は同様の構造変更が加えられたもの
（減免の金額）

第５条　この要綱の規定により行われた減免申請に基づく減免額は、当該軽自動車税の全額とする。
（減免申請）

第６条　条例第89条第２項及び第90条第２項に規定する減免申請書等は、様式第１号から第４号のとおりとする。
２　減免申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑴　第２条関係　身体障害者手帳（戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳）、運転者の運転免許証、自動車検査証、その他、身体障害者等のために専ら使用されていることが確認できる書類等の写し

⑵　第３条関係　第３条第１項各号に規定する車両であることが確認できる書類（所管庁の認可書、設立認証申請書、事業計画書、定款、運転記録簿等）の写し
⑶　第４条関係　第４条第１項第１号に規定する車両であることが確認できる自動車検査証、その他の書類（写真等）の写し
３　前年度の減免申請から内容に変更がない場合は、減免申請書に変更がないことを記載したうえで、町長の判断により、前項各号の書類の添付を省略することができる。

（生計を一にする者の範囲）

第７条　条例第90条に規定する生計を一にする者とは、身体障害者等と相助けて日常生活の資を共通にしている親族をいう。

２　住民基本台帳に記載された居所が身体障害者等と同一地番、同一号室に起居している親族については、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計を一にするものとする。

３　住民基本台帳に記載された居所が身体障害者等と異なる場合は、生活費、学資金又は療養費などを障害者等のため常に負担している親族又は日常的に障害者等の生活介助をしている親族について、生計を一にしているものとする。
（生計を一にする者が所有する軽自動車等の範囲）
第８条　条例第90条に規定する生計を一にする者が所有し、軽自動車税（種別割）の減免対象となる軽自動車等は、身体障害者等の移動手段として、概ね毎月１回以上、１年を通じて使用される軽自動車等とする。
（不承認通知）
第９条　審査の結果、減免不承認となったものについては、減免不承認通知書（様式第５号）にその理由を付して申請者に通知する。　

（その他）

第10条　この要綱に記載されていない事項については、兵庫県税条例（昭和35年条例第63号）及び兵庫県税条例施行規則（昭和35年規則第78号）に規定する普通自動車の減免規定に準ずる。

附　則

　この告示は、令和２年２月28日から施行する。

様式第１号（第６条関係）

軽自動車税減免申請書（新規）
　　年　　月　　日

上郡町長　あて

　　申 請 者（納税義務者）　　　　　　　　　　　　　

住　　所　：　　　　　　　　　　　　　　　　
　

氏　　名　：　　　　　　　　　　　　　　印　

	個人番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（電話番号：　　　　－　　　  －　　　 　）

　下記の軽自動車等について、地方税法第454条及び上郡町税条例第90条第２項の規定により軽自動車税（種別割）の減免を申請します。

記

１．車両に関する事項

	所 有 者
	
	

	車　　名
	
	型式年式
	

	標識番号
	
	車台番号
	

	排 気 量
	
	原動機番号
	


２．障害者等に関する事項

	氏　　名
	
	

	手帳番号
	
	交付年月日
	

	障害内容
	

	等　　級
	


３．運転免許証に関する事項

	運 転 者
	
	

	番　　号
	
	交付年月日
	

	条 件 等
	


＊裏面があります

４．軽自動車の使用状況に関する事項　　　　　

	　障害者等のために

車を使用する目的

（〇をつけてください）　　　　　　　　　　
	通所 ・ 通学 ・ 通院 ・ 通勤 ・ 社会活動 

レジャー・買い物・その他（　　　　　　　　　　）

	主な用途先名称・所在地
	

	使用頻度

（〇をつけてください）
	おおむね月１回、１年を通して障害者のために使用していますか　　　（  はい  ・  いいえ  ）


⇒ ※利用状況の確認のために、領収書や通勤証明等を提出いただく場合が

あります。

５．この申請車両以外で減免を受けている車両の有無（普通自動車を含みます）　

どちらかに〇をつけてください

	無
	有　　　【標識番号】


６．確認事項

■減免の要件を満たしていることの確認のため、障害者手帳等の記載内容について、上郡町税務課が照会をすることに同意します。（　はい　・　いいえ　）

■所有者、運転者、障害者等の居所が異なる場合
所有者又は運転者は、障害者に対し生活費、学資金又は療養費などを常に送金している又は日常的に障害者等の生活介助をしています。
（　はい　・　いいえ　）
※　減免の要件を満たしていないことが後から明らかになった場合、過去に遡って減免を取り消し、課税を行います。
様式第２号（第６条関係）

軽自動車税障害者減免申請書（継続）
　　年　　月　　日

上郡町長　あて

　　申請者（納税義務者）

　　　　　　　住　所 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名 ：　　　　　　　　　　　   　 印　　
	個人番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（電話番号　　　　－　　　　－　　　　　）

　地方税法第454条及び上郡町税条例第90条第２項の規定により軽自動車税の減免を申請します。

１．車両に関する事項　　　　　　　　　　　どちらかに〇をつけてください　　　　　　

	所 有 者
	
	
	変更なし　　　・　　変更あり　

【※変更がある場合、役場窓口で手続きが必要】

	標識番号
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．軽自動車を利用する障害者に関する事項　どちらかに〇をつけてください

	氏　名
	
	
	変更なし　　　・　　変更あり　

【※変更がある場合、役場窓口で手続きが必要】

	等　級
	
	
	


３．軽自動車の運転者に関する事項　　　　　どちらかに〇をつけてください

	運転者氏名
	
	
	変更なし　　　・　　変更あり　

【※変更がある場合、役場窓口で手続きが必要】

	
	
	


４．軽自動車の使用状況に関する事項　　　　　　

	　障害者等のために

車を使用する目的

（〇をつけてください）　　　　　　　　　　
	通所 ・ 通学 ・ 通院 ・ 通勤 ・ 社会活動 ・ レジャー

買い物 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	主な用途先名称・所在地
	

	使用頻度

（〇をつけてください）
	おおむね月１回、１年を通して障害者のために使用していますか　　　（  はい  ・  いいえ  ）


⇒ ※利用状況の確認のために、領収書や通勤証明等を提出いただく場合が

　あります。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊裏面があります

５．この申請車両以外で減免を受けている車両の有無　　

どちらかに〇をつけてください

	無
	有　　　　【標識番号】


６．確認事項

■減免の要件を満たしていることの確認のため、障害者手帳等の記載内容について、上郡町税務課が照会をすることに同意します。（　はい　・　いいえ　）

■所有者、運転者、障害者等の居所が異なる場合
所有者又は運転者は、障害者に対し生活費、学資金又は療養費などを常に送金している又は日常的に障害者等の生活介助をしています。
（　はい　・　いいえ　）
※　減免の要件を満たしていないことが後から明らかになった場合、過去に遡って減免を取り消し、課税を行います。

様式第３号（第６条関係）

軽自動車税減免申請書（公益減免）
　年　月　日

上郡町長　あて

              　　　 申 請 者(納税義務者）

　 　　 　   　住　　所   :  　  　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　      名称（氏名）：　　　　　 　　　　　　　　　印　　　　

　　　　　　　　　        電話番号   :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法人番号又

　　　　　　　　　　　　  は個人番号 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　
上郡町税条例第89条第２項の規定により軽自動車税の減免を申請します。

　

１．所　有　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．使　用　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※所有者と使用者が異なる場合、無償賃貸又は所有権留保により使用者課税されている場合に限り減免対象となります。

３．車両の情報

	標 識 番 号
	

	車　　   名
	

	車　　   種
	

	車 台 番 号
	

	排  気  量
	


４．定置場所 　　上郡町　　　　　　　　　　　　　　　　
５．使用目的

　　                                                                          

                                                                            　   

　

様式第４号（第６条関係）

　　　　軽自動車税減免申請書（構造減免）
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　年　　月　　日

　上郡町長　あて

                          申 請 者（納税義務者）

　 住　所　：　　　　　　　　　　　　　　

 氏　名　：　　　　　　　　　　　　印　
 電話番号：　　　　　　　　　　　　　　

 個人番号：　　　　　　　　　　　　　　
下記のとおり、上郡町税条例第90条第３項の規定により軽自動車税の減免を申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．所有者　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
２．使用者　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．車両（標識）番号　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．定置場　：　上郡町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５．使用目的：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６．減免を受けようとする理由　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【添付書類】　

自動車検査証等の写し、特殊構造であることが確認できる資料（写真等）

様式第５号（第９条関係）

　　年　　月　　日

減免不承認通知書
　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上郡町長　　　

　　年　　月　　日付けで申請のありました軽自動車税の減免について、次のとおり減免不承認としましたので通知します。

　所有者　　　　：　　

車両番号　　　：　　

年度　　　　　：　　

通知書番号　　：　　

当初の課税額　：　　

減免申請額　　：　　　　　円（不承認のため納税をお願いします）

【軽自動車税減免不承認決定理由】　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により、

上郡町税条例　　　　　　　第　　条に該当しないため

上郡町軽自動車税減免要綱　第　　条に該当しないため

（教示）

１．審査請求について

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に上郡町長に対して、審査請求をすることができます。

２．この裁決について、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に上郡町を被告として裁決取消しの訴えを提起することができます。

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申し立ての対象とした処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。

処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に上郡町を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。
